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記載例①  

（別紙2-C）補助金所要額内訳
（地方公共団体名：　　　　　　　）
	
	種　目
	シャーシ部分
	架装部分
	①
員　数
	②
差額（円）
	①×②
（円）
	備考（主に自動車の用途を記入）

	
	
	品　名
	積 載 量
	型　式
	品　名
	型　式
	
	
	
	

	
	電動式塵芥収集車
	○○工業
△△△△
	２トン
	G○○○―×××
	□□工業
××××
	S□□□―△△△
	２
	（③本体価格（改造の場合は未記入））
9,189,000
	11,644,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（④通常車両価格（改造の場合は未記入））
3,367,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（②（＝③-④）差額（改造の場合は改造に要した費用））
5,822,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	
	
	11,644,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	計
	11,644,000
	

	（注）１．本様式は、交付要綱第４条第５項の事業について記載すること。
２．本様式で積算が明らかにすることができない場合には、別に明細表、単価表等を付すこと。

	
	
	

	
	            　　　　　　　　
消費税相当額
	582,200

	

	
	総　　　　計
	12,226,200
	


（別紙2-C）補助金所要額内訳
（地方公共団体名：　　　　　　　）
	
	種　目
	シャーシ部分
	架装部分
	①
員　数
	②
差額（円）
	①×②
（円）
	備考（主に自動車の用途を記入）

	
	
	品　名
	積 載 量
	型　式
	品　名
	型　式
	
	
	
	

	
	電動式塵芥収集車
とハイブリッド自動車

	○○工業
△△△△
	２トン
	G○○○―×××
	□□工業
××××
	S□□□―△△△
	２
	（③本体価格（改造の場合は未記入））
シャーシ部分：3,000,000
架装部分：9,000,000
	シャーシ部分：
2,000,000
架装部分：
13,000,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（④通常車両価格（改造の場合は未記入））
シャーシ部分：2,000,000
架装部分：2,500,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（②（＝③-④）差額（改造の場合は改造に要した費用））
シャーシ部分：1,000,000
架装部分：6,500,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	
	２
	
	15,000,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	計
	15,000,000
	

	（注）１．本様式は、交付要綱第４条第５項の事業について記載すること。
２．本様式で積算が明らかにすることができない場合には、別に明細表、単価表等を付すこと。

	
	
	

	
	            　　　　　　　　
消費税相当額
	750,000

	

	
	総　　　　計
	15,750,000
	


一枚紙（１ページ）に収まるように、セルの幅などを適宜調整して下さい。





②差額（円）欄には税抜き額を記載





�





補助金対象経費を記載


（本例の場合）


差額5,822,000×２台





補助金対象経費を記載


（本例の場合）


差額5,822,000×２台





・電動式塵芥収集車


（本例）





・電動式塵芥収集車とハイブリッド自動車





・電動式塵芥収集車と天然ガス自動車





のいずれかを記載





メーカー名を記載





差額＋消費税（5,822,000×1.05）と基準額（7,000,000）を比較する。本例の場合、差額が基準額より安いので、実際に支払われる補助金は差額（5,822,000）の半分の額となる。基準額との比較については記入の必要はなく、本例のように記入して頂ければ結構です。





「員数」欄には、導入予定台数を記載





通常車両価格はメーカーにお問い合わせ下さい。





車両価格は架装部分、シャーシ部分を含めた総額を記載


値引き額がある場合は値引き後の額を記載














一枚紙（１ページ）に収まるように、セルの幅などを適宜調整して下さい。





記載例②





補助金対象経費を記載


（本例の場合）


差額1,000,000×２台





・電動式塵芥収集車





・電動式塵芥収集車とハイブリッド自動車(本例)





・電動式塵芥収集車と天然ガス自動車





のいずれかを記入





シャーシ部分の（ハイブリット車導入による）差額＋消費税（1,050,000）と基準額（835,000）、架装部分の（電動式塵芥収集車導入による）差額（6,825,000）と基準額（7,000,000）をそれぞれ比較する。本例の場合では、シャーシ部分の差額が基準額より高いので、シャーシ部分については実際に支払われる補助金は基準額（835,000）の半分となる。基準額との比較については記入の必要はなく、本例のように記入して頂ければ結構です。





電動式塵芥収集車とハイブリッド自動車、もしくは電動式塵芥収集車と天然ガス自動車の場合には、シャーシ部分と架装部分に分けて価格を記入する。





補助金対象経費を記載


（本例の場合）


シャーシ部分差額1,000,000×２台


架装部分差額6,500,000×２台












